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ことができるよう、本制度の適正な財政運営を維持することに加え、医療費

の適正化や保健事業の推進により、一層の充実を図ることが必要であると考

えます。 

 

（参考）三重県の状況 

区   分 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

総人口（A） 1,829千人 1,820千人 1,816千人 

６５歳以上人口（B） 477千人 492千人 501千人 

７５歳以上人口（C） 238千人 241千人 246千人 

高齢化率（B/A） 26.1％ 27.0％ 27.6％ 

７５歳以上比率（C/A） 13.0％ 13.2％ 13.6％ 

後期高齢者医療被保険者数  240千人 243千人 248千人 

後期高齢者医療費 1,952億円 1,981億円 2,068億円 

一人あたり後期高齢者医療費 809千円 813千円 831千円 

（ ）内は全国平均 （920千円） （924千円） （941千円）

※１ 人口は、三重県の統計データライブラリ（１０月１日現在）による。 

※２ 後期高齢者医療被保険者数は、後期高齢者医療事業状況報告（月報）に

よる。(１０月１日現在) 

※３ 後期高齢者医療費、一人あたり後期高齢者医療費は、国保中央会発表の

速報値による。 

 

２ 基本方針 

  広域連合は、関係市町との連絡調整を緊密に図りながら、「高齢者の医療

の確保に関する法律(昭和５７年法律第８０号)」の趣旨を尊重し、広域化の

スケールメリットを生かした財政の安定化と後期高齢者医療に要する費用の

適正化を図るための取り組み及び後期高齢者医療制度の運営が適正かつ円滑

に行われるよう努めます。 

  また、後期高齢者医療制度の現状と課題を踏まえ、被保険者が安心して必

要かつ適正な医療を受けることができるよう、保険者として次に掲げる取り

組みに重点を置き、後期高齢者医療制度の安定した運営に努めます。 
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